
（別記） 

令和７年度長岡京市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 
 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  
 

  長岡京市は、京都・大阪の二大都市を結ぶ中間点に位置し、他市からの人口流入も多 

 いことから、住宅開発等に伴う農地の減少が進んでいます。水田の全耕地面積に占める 

 主食用米作付面積の割合は約６０％ですが、農家一戸あたりの水田面積は約２３ａと小 

 さく、不整形地や点在農地も多いため、大規模な圃場整備は困難です。農家の高齢化や 

 後継者不足が進む中、遊休農地の増加等が危惧されています。 

  農家の経営基盤強化や安定を図るため、水田の有効活用が求められていますが、面積 

 あたりの収益性が低い麦・大豆等の「土地利用型農業」には適していません。地域特性 

 や需要に見合った米や他の高収益作物の栽培を推進し、地域振興作物である「なす」 

 「花菜」「ミディトマト(商標登録名：ガラシャの瞳)」栽培の生産性及び収益性の向上 

 を目指します。 

 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標 
 

  水田の有効活用により、需要に応じた米や他の高収益作物の生産を推進し、農業経営 

 基盤の安定と発展を図ります。中でも、地域輪作農法やソルゴー障壁、黄色蛍光灯を用 

 いたエコ農法に取り組む「なす」、化学肥料の使用を軽減し、京のブランド産品認証を 

 受けた「花菜」、有機肥料の使用や昆虫を用いた害虫駆除等を行い、周年出荷に取り組 

 む高糖度の「ミディトマト(ガラシャの瞳)」については、長岡京市の「地域振興作物」 

 と位置づけ、付加価値向上によるブランド化・収益性向上を重点的に支援します。 

  また、本ビジョンにおいて、農業経営基盤強化促進法に基づく「認定農業者」や「Ｊ 

 Ａ京都中央長岡京茄子部会」、「ＪＡ京都中央長岡京花菜部会」を担い手と定義し、担い 

 手の育成支援を図るため、産地交付金を活用した地域振興作物等の作付促進に取り組み 

 ます。 

 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  
 

  農家の高齢化や後継者不足による担い手の減少、特に市街化区域における改廃農地の 

 増加、圃場整備が不十分等の地域課題はありますが、地域輪作農法を用いた「なす」や 

 水稲の裏作として栽培される「花菜」を地域振興作物と位置付けていることもあり、水 

 田面積の維持が求められています。 

  地域の農地利用の将来像をまとめた地域計画(目標地図)等に基づき、営農規模拡大に 

 意欲的な担い手や新規就農者の地域振興作物や高収益作物の導入・定着を支援します。 

  また、需要に応じた米や他の高収益作物の生産を推進し、農業経営基盤の安定と発展 

 を図る一方、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、畑地化及び定 

 着促進支援等に取り組みます。 

 

 

 

 



４ 作物ごとの取組方針等  
 

（１）主食用米 

 

  本市においては、農家一戸あたりの水田面積が小さく、生産緑地を含む市街化区域の 

 水田面積が全水田面積の約３８％を占めています。農地の改廃が進む状況を鑑みると、  

 稲作生産規模の拡大や農地の大規模集積は非常に困難です。 

  特に小規模農地においては、作付面積に対する生産費（労働費・農機具費等）負担が 

 大きくなる傾向があります。農作業受委託の利用が進み、米価が回復傾向にある中で 

 も、稲作単一経営での収益性は十分とは言えない状況です。 

  一方、本市は交通利便性が高く、市外からも通勤や通学、観光等で多くの人が訪れる 

 等、米の潜在需要は大きいと見込まれます。市場や消費地が近い都市型農業の利点を活 

 かし、消費者への直接販売やインショップ、直売所、企業をはじめとする実需者に対応 

 した生産と安定取引の推進を図ります。 

  また、昨今の気候変動等に対応すべく、京都府南部地域での生産に適した高温対策品 

 種等の情報収集にも努めていきます。 

 

 

（２）高収益作物 

 

  担い手の経営判断を重視した農地利用を図り、環境にやさしい農法で栽培する地域振 

 興作物をはじめ、地域の特性を生かした高収益作物の生産を推進し、作付面積の増加を 

 図るとともに、中長期的には現在の作付面積を維持できるよう努めます。 

 

 
 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  
 

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

60.0 61.0 60.0

・子実用とうもろこし

18.4 11.1 18.4 11.1 21.6 12.5

・野菜 17.9 11.1 17.9 11.1 21.1 12.5

・花き・花木

・果樹 0.02 0.02 0.03

・その他の高収益作物 0.5 0.5 0.5

・

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

交付対象面積の拡大 3.5ha（令和6年度） 3.8ha（令和8年度）

認定農業者数の増加 26名（令和6年度） 24名（令和8年度）

交付対象面積の拡大 9.8ha（令和6年度） 10.9ha（令和8年度）

認定農業者数の増加 26名（令和6年度） 24名（令和8年度）

3 なす、花菜（基幹作） 出荷助成 交付対象面積の拡大 0.4ha（令和6年度） 0.4ha（令和8年度）

4 花菜（二毛作） 出荷助成 交付対象面積の拡大 1.4ha（令和6年度） 1.6ha（令和8年度）

5 ガラシャの瞳（基幹作） 認定農業者栽培助成 交付対象面積の拡大 0.2ha（令和6年度） 0.4ha（令和8年度）

6 別紙「助成作物一覧表」のとおり 対象作物作付助成 交付対象面積の拡大 4.0ha（令和6年度） 4.6ha（令和8年度）

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

目標

1 なす、花菜（基幹作） 認定農業者栽培助成

2 花菜（二毛作） 認定農業者栽培助成

整理
番号

対象作物 使途名



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：京都府

協議会名：長岡京市地域農業再生協議会

1 認定農業者栽培助成 1 39,000 なす・花菜
共通：認定農業者、作付面積に応じて支援
なす：ソルゴー障壁栽培
花菜：ブランド出荷・販売

2 認定農業者栽培助成（二毛作） 2 39,000 花菜
認定農業者、作付面積に応じて支援、
ブランド出荷・販売

3 出荷助成 1 34,000 なす・花菜
共通：作付面積に応じて支援
なす：ソルゴー障壁栽培
花菜：ブランド出荷・販売

4 出荷助成（二毛作） 2 34,000 花菜
作付面積に応じて支援、
花菜：ブランド出荷・販売

5 認定農業者栽培助成 1 33,000 ガラシャの瞳（基幹作） 認定農業者、作付面積に応じて支援

6 対象作物作付助成 1 8,000 別紙のとおり 作付面積に応じて支援

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくだ
さい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。




